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庁舎内部大規模改修工事のお知らせ

▶問い合わせ先＝総務課　庁舎改修班　☎０２８５（５６）９１７4
建築課　建築係　　　☎０２８５（５６）９１4８

　上三川町役場庁舎の内部大規模改修工事を実施しています。

〈その他〉１1月からは1階で改修工事を実施します。
　工事は解体作業を伴い、騒音が発生する場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
　なお、農政課（農業委員会事務局を含む）・商工課・都市建設課・上下水道課の4課は、仮庁舎（旧中央公
民館）へ移動し、業務を行っています。

○ ：
：

9月16日（火）から
工事に伴い、下記の日程で1・2階の執務室が上の階に仮移動します。

・２階→３階（町長室、副町長室、総務課、企画課、デジタル推進室）
・1階→4階（建築課）○ 10月14日（火）から

：・1階→2階（住民課、税務課、健康福祉課、子ども家庭課、会計課） ・1階→3階（地域生活課） ○ 11月4日（火）から
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♦1階

西側出入口▶　
11月4日から
封鎖します

食堂入口
▼ 北

◀東南側出入口　
11月4日から
封鎖します

◀町民ホール
　出入口　
出入り可能です

11月4日から
1階の着色個所が
工事範囲となります。

西側及び東南側出入口は
封鎖しますので、町民ホール
出入口（東側）をご利用
ください。

総合案内



補助金額

1キロワットアワーあたり1万円（上限10万円）※
※：1万円に定置型蓄電池の定格容量（単位はキロワットアワーとし、1キロ
ワットアワー未満の端数があるときは、小数点以下第2位を切り捨て、定格容
量が10キロワットアワーを超えるものは10キロワットアワーとする。）を乗
じ、千円未満を切り捨てた額とする。

10万円／件
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広告

令和7年度 家庭用脱炭素推進設備等導入補助について
　町では、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、脱炭素社会の実現及び災害に強い安心・安全なまちづ
くりを目的として、家庭用脱炭素推進設備等を令和７年４月１日以降に導入された方に対して一部補助を行います。な
お、予算に限りがありますので、補助を利用される方は、早めに申請くださいますようお願いします。

　補助金の交付を受けることができる方は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法により記録されている方で、次のい
ずれにも該当する方とします。

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　☎０２８５（５６）９１３１

補助対象設備等

補助対象設備等・補助額
補助対象経費

定置型蓄電池
（1世帯につき、
1台まで。）

ZEH

定置型蓄電池本体
設置工事にかかる費用
(配線や電気工事を含む。)

ZEHの新築費又は購入費

10万円／件電気自動車
（1世帯につき、
1台まで。）

車両本体（登録料、付属品は除く。）

10万円／件V2H 充放電設備
（1世帯につき、1台まで。）

V2H 充放電設備本体設置工事にか
かる費用（配線や電気工事を含む。）

※定置型蓄電池とZEHはどちらかのみの申請となります。

補助対象者

　申請できる期間は、補助対象設備等を導入した日の属する年度内となります。申請は申請者本人が、上三川町地域
生活課環境係の窓口に提出することを基本とします。申請時は、上三川町家庭用脱炭素推進設備等導入補
助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、町で定める書類を添付して提出してください。
　必要な添付書類など詳しくは、右のQRから町ホームページにてご確認ください。

申請方法

申請の際、自ら居住する町内の住宅に、補助対象設備等を導入した方。ただし、電気自動車にあっては、新車登
録日の１年以上前から申請日まで引き続き町内に住所を有する方とし、定置型蓄電池・V2Hにあっては、導入す
る住宅が他者の所有に属する場合、その同意を得ている方。

①

町税を滞納していない世帯に属する方。②

過去にこの補助金の交付を受けていない世帯に属する方。④

上三川町暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員、暴力団員等又は上三川町暴力団排除条
例施行規則第2条に規定する密接関係者に該当しない方。
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